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●（一般事項：訪問と旅行）
・IBS参加のRYEプログラムの妨げになる保護者訪問は出来ない。
・訪問時期は、RIの指針に従って、IBS帰国時期の２ケ月前以降にする。
・帯同旅行地域は、国内３４地区に限り許可、海外は厳禁。また、旅行期間中IBSは、RYEプログラムから一時離脱若しくは完全離脱とし、責任の全ては保護者とする。

●（旅行と移動届について）
・地区、クラブ主催：国内、海外ともに許可。（移動届不要）
・日常、H/F同伴：国内は許可、海外は厳禁。（地区外移動届01）
・修学旅行：国内修学旅行は認める。（地区外移動届01）
海外修学旅行も認める。（修学旅行移動届02）
・保護者帯同：一時離脱型・・国内旅行は認める。（学生と保護者旅行移動届03）
海外旅行は厳禁。
完全離脱型・・国内、海外旅行とも認める。（学生と保護者旅行移動届03）
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	国内
	海外
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	地区・クラブ主催
	○
	○
	継続
	不要

	
	日常、H/F同伴
	○
	×
	継続
	地区外移動01

	
	修学旅行
	○
	―
	一時離脱
	修学旅行01

	
	
	―
	○
	
	修学旅行02

	
	保護者帯同
	○
	×
	
	一時離脱03

	
	
	○
	○
	完全離脱
	完全離脱03




●（来日IBSが海外旅行に出る際の保険について）
[bookmark: _Hlk26446559][bookmark: _Hlk26446744]交換プログラムの継続若しくは一時離脱のプログラム形態で、IBSが海外に旅行する場合は、保険型「B」（ケガ・病気１億円）を再付保する必要があります。理由は、NHI=国民健康保険には海外短期渡航した際の海外療養費支給制度があり、約７割が支給されます。ただし、申請書式手続きが必要であり、海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。これらの手間を考えれば、予め「B」を再付保した方が便利だからです。

完全離脱の場合には、居住する市区町村役所で国民健康保険の脱退手続きを行い、保険証を返却します。また、保険料の過不足を清算する必要があります。国民健康保険担当窓口で保険料を精算してください。但し、IBSの旅行保険の基本部分（死亡1000万円、ケガ病気500万円）は、保険期間満了若しくは自宅到着までは継続して付保されています。

交換プログラムの完全離脱の場合であっても、IBSの基本旅行保険は継続され、帰国海外移動特約（保険期間3日間）b型（ケガ・病気１億円）を付保しますので、出国日をご連絡ください。
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